
こうたふるさと寄附金 PayPay商品券 

利用対象店舗申込書 

こうたふるさと寄附金（ふるさと納税）について、PayPay商品券の利用対象店舗となる

ことに関して下記の内容を確認の上、該当する□にチェックしてください（「いいえ」があ

る場合は申込みできません）。 

記 

誓約・同意事項 回答欄 

１ 店舗では、地場産品又は地場サービス以外の取扱いはありませ

ん。 

  または、地場産品又は地場サービスとそれ以外を区分し、

PayPay商品券の利用は地場産品又は地場サービスのみに限定し

ます。 

□ はい □ いいえ 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する

暴力団員、暴力団又はこれらのものと密接な関係を有する者では

ありません。 

□ はい □ いいえ 

３ 町税について、自己（法人の場合は、法人及びその代表者）の

滞納はありません。 
□ はい □ いいえ 

４ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規

制される営業を行っていません。 
□ はい □ いいえ 

以上の事項について相違ないことを確認し、幸田町のこうたふるさと寄附金（ふるさと納税

）について、PayPay商品券の利用対象店舗となることを申込みします。 

 
店舗名 

 

 
令和   年   月   日  署名 

 

※法人の場合は、法人名及び代表者名を記載し、押印してください。 

 個人の場合は署名していただくことで押印は不要です。 
 

※地場産品 

 幸田町でその大部分が生産されたものに限定されます。 

幸田町で収穫された米や野菜、幸田町で加工されたハンバーグや魚の干物（販売価格が

原材料費の２倍以上のものに限る）、幸田町で製造された雑貨（販売価格が原材料費の２

倍以上のものに限る）など。 

※地場サービス 

 幸田町で提供されるサービスで、全国的に同一のサービスが提供されていないものに限

定されます。飲食店での飲食、宿泊施設での宿泊、スポーツ施設の利用など。 

 

上記に該当するか不明な場合は、必ず幸田町まで御確認ください。 


